
。

（7）金木だより

惨
畜
産
共
励
会
場
の

馬
も
上
気
嫌

▲町長賞の表彰式

●惨
金
木
幼
稚
園
児
童

の
鼓
笛
隊

し
大
爆
笑
の

仔
豚
レ
ー
ス

‐

,鼻
司

ー

ど
れ
も
お
い
し
そ
う
／
＠

ｑ
お
弁
当
コ
ン
ク
ー
ル

９
金
魚
す
く
い

コ
ー
ナ
ー

ｑ
り
ん
ご
品
種

当
て
ク
イ
ズ

4

●
ト
ミ
エ
（
牌
良
巾
）
〈
、
菜
〉

斎
藤
タ
ミ
（
灘
良
巾
）

雛
尚
ｌ
〈
人
参
〉
仏
篠
ト
ミ

エ
（
縣
良
巾
）
〈
ニ
ン
ニ
ク
〉

泉
待
タ
マ
エ
（
川
命
）
〈
人
恨

亦
カ
ブ
〉
加
嘩
下
枝
（
金
木
）

〈
、
集
〉
桝
峪
タ
チ
エ
〈
ご
ぼ

う
〉
今
窓
雄
（
以
吐
欝
良
巾
）

銅
岱
Ｉ
〈
尚
柴
〉
ｎ
川
哲
子

（
蒔
川
）
〈
人
参
〉
桝
崎
タ
チ

エ
（
専
良
市
）
〈
キ
ャ
ベ
ツ
．

ｎ
カ
ブ
〉
加
藤
ｒ
枝
（
金
木
）

〈
山
菜
〉
白
川
庄
論
（
大
東
ヶ

丘
）
〈
ネ
ギ
〉
斎
藤
タ
ミ
（
喜

良
巾
）
〈
赤
カ
ブ
〉
佐
篠
ト
ミ

エ
（
喜
良
市
）
〈
カ
ボ
チ
ャ
〉

桝
崎
タ
チ
エ
（
要
良
市
）
〈
、

菜
〉
伊
丸
岡
戎
皿
郎
（
喜
良
市
）

〈
大
根
〉
今
憲
雄
（
喜
良
市
）

▼
果
樹
林
産
物
の
部

金
賞
１
〈
り
ん
ご
〉
鵬
海
浄

（
熱
瀬
）
銀
賞
Ｉ
〈
栗
〉
泉
谷

タ
マ
エ
（
川
介
）
〈
ぶ
ど
う
〉

加
賀
谷
枇
雄
（
喜
良
市
）
銅
賞

Ｉ
〈
り
ん
ご
〉
木
下
禰
雄
（
嘉

漱
）▼

穀
類
の
部

金
賞
Ｉ
〈
大
豆
〉
束
町
営
農

組
合
（
嘉
瀬
）
銀
賞
ｌ
〈
玄
米
〉

川
口
隆
（
蒔
川
）
〈
大
豆
〉
白

川
ヅ
セ
（
Ｍ
）
銅
岱
Ｉ
〈
小
豆
〉

斎
藤
タ
ミ
（
喜
良
市
）
〈
大
豆
〉

束
町
営
腰
組
合
（
嘉
瀬
）
〈
玄

米
〉
成
川
好
勝
（
藤
枝
）

▼
葉
た
ば
こ
の
部

金
岱
ｌ
佐
々
木
敏
雄
（
喜
良

巾
）
銀
賞
Ｉ
吉
川
義
摘
、
洞
井

洋
ｆ
（
以
止
大
東
ヶ
丘
）
銅
賞

１
埆
川
宏
雄
（
大
東
ヶ
晩
）
工

藤
止
血
、
汎
谷
光
幸
、
中
谷
実

泉
符
惟
正
（
以
上
川
倉
）
踵
尾

久
雄
（
金
木
）

▼
生
活
改
善
お
善
の
部

雌
優
秀
賞
Ｉ
金
木
農
協
芳
妻

会
、
優
秀
賞
Ｉ
金
木
農
協
婦
人

部
、
優
良
賞
１
山
道
生
活
改
善

グ
ル
ー
プ
、
努
力
賞
１
嘉
瀬
農

協
婦
人
部
、
金
木
農
協
若
奨
会

金
木
農
協
端
人
部
、
つ
ば
き
生

活
改
善
グ
ル
ー
プ

▼
生
活
改
善
弁
当
の
部

岐
優
秀
賞
Ｉ
占
崎
令
子
（
嘉

獅
）
優
秀
賞
Ｉ
白
川
緑
（
沢
部
）

優
良
樹
Ｉ
鼎
川
あ
さ
え
（
纂
瀬
）

中
村
純
子
（
嘉
瀬
）
努
力
賞
Ｉ

山
川
ツ
ヤ
子
（
金
木
）
坂
本
夏

子
（
藤
枝
）
今
初
枝
（
喜
良
市
）

荒
関
祥
子
（
金
木
）
白
川
ツ
セ

（
蒔
田
）
木
下
キ
ミ
（
嘉
瀬
）

▼
米
・
小
麦
鑑
定
競
技
の
部

優
秀
賞
Ｉ
角
田
定
由
、
竹
内

久
美
子
（
以
上
金
木
）
優
良
賞

Ｉ
小
山
内
尚
志
（
嘉
瀬
）
白
川

章
一
（
川
倉
）
努
力
賞
Ｉ
白
川

践
左
エ
門
（
金
木
）
沢
田
繁
一

（
嘉
瀬
）
外
崎
明
（
藤
枝
）

一,．
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昭
側
脈
十
八
年
二
Ｍ
一
日
か
ら
遇
人
保
仙
法
が
施
行
き
れ
、
／

、
、

し
ト
ォ
（
塩
た
き
り
の
人
は
六
卜
兀
才
）
以
止
の
す
べ
て
の
お

年
が
り
は
新
し
い
制
度
で
お
咲
荷
さ
ん
に
か
か
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

現
在
、
ど
の
よ
う
な
医
採
保
険
（
川
雌
触
脹
保
険
、
戦
場
の
一

健
脹
保
険
、
公
務
風
の
共
済
組
合
、
船
風
保
険
、
Ｈ
雁
雌
朕
保
一

険
）
に
、
被
保
険
汁
あ
る
い
は
扶
盤
家
族
と
し
て
加
入
し
て
い

よ
う
と
も
、
し
十
才
（
私
た
き
り
の
人
は
六
卜
凡
才
）
を
過
ぎ

れ
ば
、
医
療
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ま
で
の
眠
療
保
雌
か
ら
切
り

離
き
れ
、
と
人
保
雌
で
お
腱
荷
さ
ん
に
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

た
だ
し
、
い
ま
ま
で
加
入
し
て
い
た
朕
療
保
険
の
被
保
縦
荷

あ
る
い
は
扶
錐
家
族
と
し
て
の
涜
怖
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
、
脈

娠
以
外
の
給
付
（
例
え
ば
罪
祭
岱
な
ど
）
は
、
い
ま
ま
で
卯
入

れ
て
い
た
保
険
か
ら
父
払
わ
れ
ま
す
。

、

〆

老人保健で
どう違うのか

●

し
ト
ォ
（
湛
た
き
り
の
人
は

六
卜
凡
才
）
以
止
の
人
が
診
娠

を
受
け
る
場
合
、
次
の
よ
う
な

点
が
い
ま
ま
で
と
述
い
ま
す
。

必
人
保
他
で
は
、
と
人
の
恢

療
に
つ
い
て
の
収
扱
い
は
す
べ

て
町
で
汀
い
ま
す
。
（
川
雌
他

咲
保
険
の
場
合
は
い
ま
ま
で
も

町
で
し
た
。
）

今
ま
で
は
と
人
隊
撫
岱
支
給

制
度
に
よ
り
、
と
人
の
恢
娠
は

窓
口
は
す
べ
て
町

｜
部
負
担
金
を
支
払
う

健
康
手
帳
と
保
険
証
提
示

無
料
で
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は

恢
療
街
の
一
部
を
、
己
曲
抑
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
十
典

の
「
医
肴
に
か
か
る
場
合
は
」

を
ご
瞳
く
だ
さ
い
。
）

今
ま
で
は
修
療
を
受
け
る
際

嫡
院
淳
の
窓
川
へ
「
老
人
隊
療

伐
受
給
什
純
」
と
「
保
険
紙
」

を
提
・
が
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
か

ら
は
町
か
ら
交
付
さ
れ
た
「
雌

し
１
才
以
卜
、
及
び
六
十
孤

才
以
上
の
椹
た
き
り
の
人
は
、

こ
れ
か
ら
は
み
ん
な
、
を
人
保

雌
で
お
縢
荷
さ
ん
に
か
か
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

老
人
保
健
に
よ
る
縢
探
は
、

し
ト
ォ
の
縫
唯
Ⅱ
の
偶
す
る
川

の
翌
川
か
ら
州
姑
き
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
越
收
Ｈ
が
〃
の
初
Ⅱ

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
川
か
ら

州
姑
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
越

牝
Ⅱ
が
二
川
卜
Ⅱ
で
あ
れ
ば
、

い
つ
か
ら
老
人
保
健
に

切
り
か
え
ら
れ
る
か

七
十
才
と
は

一
所
得
を
問
わ
な
い

浪
た
き
り
の
人
と
は
次
の
炎

に
肥
仙
さ
れ
て
い
る
秘
哩
の
障

秤
の
状
態
の
人
で
、
町
の
偲
定

を
受
け
た
人
を
い
い
ま
す
。

文
宇
辿
り
の
湛
た
き
り
の
人
と

は
限
り
ま
せ
ん
か
ら
ご
碓
懲
く

だ
さ
い
・

ト
ハ
ト
凡
才
以
前
か
ら
椹
た
き

り
の
人
は
、
バ
ト
凡
才
に
な
っ

三
川
か
ら
州
姑
さ
れ
、
二
川
一

Ｈ
で
あ
れ
ば
、
二
川
か
ら
開
始

き
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

今
ま
で
の
老
人
朧
療
甜
支
給

制
度
は
、
准
人
や
そ
の
家
族
の

所
押
が
一
定
額
以
肚
あ
る
と
き

は
吋
娘
と
な
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
こ
れ
か
ら
は
川
棚
に
側
係

な
く
、
す
べ
て
の
お
年
粁
り
か

必
人
保
険
で
咲
療
を
量
け
ら
れ

ま
す
。

収
手
帳
」
と
「
保
険
肌
」
を
提

示
し
て
診
療
を
受
け
ま
す
。

渡
た
き
り
の
状
態
の
人

●
て
偲
定
を
受
け
た
Ｈ
の
蝋
川
、

ま
た
、
六
卜
八
才
以
上
で
椹
た

き
り
に
な
っ
た
人
は
出
走
を
受

け
た
川
の
捌
川
（
た
だ
し
、
い

’

４
川
順
（
そ
し
ゃ
く
）
の
機
能
を
欠
く
も
の

５
門
肺
又
は
・
叩
砺
機
能
に
杵
し
い
陣
将
を
竹
す
る
も
の

６
山
ｋ
収
の
机
脂
及
び
ひ
と
さ
し
脂
又
は
中
指
を
欠
く
も
の

７
山
ｋ
肢
の
脱
脂
及
び
ひ
と
さ
し
脂
又
は
中
振
の
機
能
に
符

し
い
障
押
を
有
す
る
も
の

８
－
卜
肢
の
機
能
に
消
し
い
障
存
を
有
す
る
も
の

９
－
ｋ
肢
の
す
べ
て
の
術
を
欠
く
も
の

川
－
１
肢
の
す
べ
て
の
指
の
機
能
に
符
し
い
障
卉
を
打
す
る

も
の

Ⅱ
山
ド
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も
の

哩
一
ト
肢
の
機
能
に
符
し
い
味
押
を
灯
す
る
も
の

咄
一
卜
肢
を
足
関
節
以
肚
で
欠
く
も
の

Ｍ
体
艸
の
機
能
に
歩
く
こ
と
か
で
き
な
い
秘
度
の
障
秤
を
有

す
る
も
の

胴
前
各
け
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
身
体
の
機
能
の
陳
祥
又

は
腱
期
に
わ
た
る
宏
肺
を
必
喫
と
す
る
嫡
状
が
前
什
り
と

Ｍ
繩
皮
以
止
と
侭
め
ら
北
る
状
態
で
あ
っ
て
、
Ⅱ
常
收
活

に
衿
し
い
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の

峪
帖
神
の
障
卉
で
あ
っ
て
、
伽
各
妙
と
Ｍ
秤
度
以
肚
と
搦
め

ら
れ
る
砕
庇
の
も
の

〃
身
体
の
機
能
の
障
祥
耕
し
く
は
摘
状
又
は
枯
神
の
障
押
が

ｌ
山
眼
の
祝
″
の
杣
か
○
・
○
几
以
ｋ
○
・
○
八
以
下
の
も
の

２
川
叫
の
聴
力
仙
失
が
八
ト
デ
シ
ベ
ル
以
卜
の
も
の

３
ｆ
術
機
能
に
符
し
い
障
秤
を
灯
す
る
も
の

寝
た
き
り
の
人
の
障
害
の
程
瞠
度

収
限
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
状
態
が
前
各
渉
と
川
椛

陛
以
化
と
蝿
め
ら
れ
る
も
の

ず
れ
の
場
合
も
そ
の
Ｈ
が
川
の

初
Ｈ
で
あ
れ
ば
そ
の
〃
）
か
ら

芝
人
保
雌
に
よ
る
朕
療
が
開
始

さ
れ
ま
す
。

一

｜
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熟
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二
月
一
日
現
在

六
十
血
歳
以
上

七
十
歳
ま
で
で

湛
た
き
り
の
人

六
十
血
歳
を
過

ぎ
て
湛
た
き
り

に
な
っ
た
と
き

加
入
安
格
を
失

っ
た
ル
｝
主
』

町
内
で
住
所
を

変
史
し
た
と
き

に
入
し
て
き
た

昭
祁
Ⅱ
卜
八
年

二
Ｈ
－
Ｈ
に
七

卜
歳
以
化
の
人

帷
川
す
る
と
き

と
き

上
十
歳
に
な
っ

た
と
き

死
亡
の
と
き

こ
ん
な
と
き

資
格
の

取
得
と
手
続
き

川
雌
年
金
征
件
又
は
咲
師
の
冷

断
作
及
び
脈
険
祉
を
添
え
て
町

に
肘
出
る

川
雌
年
金
征
岬
又
は
腱
帥
の
診

断
僻
及
び
保
険
砿
を
添
え
て
川

に
侭
だ
の
小
脳
を
す
る

唯
禍
僻
遡
を
受
け
る
よ
う
に
な

り
加
入
査
絡
を
火
っ
た
と
き
は

仙
脹
乎
帷
を
添
え
て
町
に
柵
出

る 保
険
仙
を
添
え
て
町
に
Ｍ
出
る
十
川
日
以
内
に

仙
吹
乎
帷
を
添
え
て
町
に
刷
川
権
川
す
る
前
に

る ｋ
州
・
以
下
Ｍ
じ
一
に
Ⅲ
出
る

β

保
険
繩
を
添
え
て
町
に
刎
州
る

僻
随
仙
を
添
え
て
川
に
Ⅲ
出
る

僻
瞼
祉
を
添
え
て
町
一
投
場
雌

町
に
肺
川
る

叱
亡
の
Ｍ
出
推
傍
什
が
叱
亡
し

た
荷
の
仙
眼
予
帷
を
添
え
て
川
Ｉ
四
日
以
内
に

に
州
出
る

●手
続
き

榧
た
き
り
に
な

っ
た
と
き

法
伸
施
行
前
な

る
べ
く
早
く

す
み
や
か
に

Ｉ
山
Ⅱ
以
内
に

法
伸
施
付
伽
な

し
卜
歳
の
艇
准

剛
ま
で

る
べ
く
い
く

い
つ
ま
で
一 」

町
か
ら
交
付
さ
れ
る
雌
順
子

帷
は
、
七
卜
才
以
ｔ
の
人
（
六

卜
肌
才
以
上
の
湛
た
き
り
の
人
）

に
と
っ
て
は
、
送
人
保
他
を
受

け
ら
れ
る
盗
倍
征
明
作
で
す
が

そ
れ
に
は
ま
た
、
、
ｎ
ら
の
雌
康

箭
理
と
適
切
な
医
療
を
確
保
す

る
た
め
の
雌
順
診
在
記
録
な
ど

ど
後
に
お
け
る
健
康
の
保
持
蛸

◎
資
格
証
明
と
健
康
手
帳

と
人
脈
雌
で

給
趨
瀧

支
繩
鯰

の
灘
捜

費
瑚
篭

療
調
蕊

ま
す
。

医
〃
麓
し
＊

の
よ
う
な
鳩
合

は
か
か
っ
た
医
療
曲
は
一
時
小

人
か
並
て
作
え
払
い
し
、
後
で

町
に
澗
雅
し
て
払
い
・
促
し
を
受

６
０
Ⅱ
■
■
日
■
■
日
日
Ⅱ
■
■
８
８
■
６
日
■
■
Ⅱ
■
■
０

健
康
手
帳

川
十
才
以
上

の
人
で
も
、
雌

脹
管
理
上
必
要

と
縄
め
ら
れ
る

◎
四
十
才
以
上

の
人
に
も
交

寸イ
進
の
た
め
の
必
要
な

城
し
て
あ
り
ま
す
。

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
町
が
そ

の
必
蛭
あ
っ
た
と
過
め
た
場
合

に
限
り
ま
す
。

ま
た
、
⑤
⑥
の
場
合
は
撫
前

に
（
や
む
を
僻
な
い
場
合
は
蜥

後
）
町
の
砿
偲
が
必
要
で
す
。

①
緊
急
に
冷
療
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
介
で
、
近

く
に
保
険
の
腱
療
機
関
が
な

い
な
ど
の
州
川
で
、
保
険
の

腱
療
機
関
以
外
の
描
院
、
診

療
所
で
診
療
を
受
け
た
と
き

②
旅
行
中
な
ど
、
緊
忽
や
む

を
得
な
い
樅
怖
で
「
雌
康
乎

帷
」
を
提
示
で
き
な
か
っ
た

賜
介一

■
■
■
凸
一
■
二
０

■
９
日

８
８
０
０
日
■
■
０
■

人
は
「
雌
吹
手
帳
」
の
交
付
が

受
け
ら
れ
る
ほ
か
、
そ
の
他
希

望
す
る
人
に
も
交
付
さ
れ
ま
す
。

③
竹
折
、
脱
円
な
ど
で
乘
適

轆
復
帥
の
手
当
を
受
け
た
と

き
、
ま
た
は
保
険
医
の
刷
愈

を
得
て
あ
ん
ま
、
は
り
、
灸

な
ど
の
論
療
を
受
け
た
と
き

④
桔
療
の
た
め
必
喪
な
コ
ル

セ
ッ
ト
な
ど
の
摘
療
川
典
を

唯
入
し
た
と
き

⑤
基
準
行
繊
で
な
い
摘
院
へ

入
院
し
て
い
て
、
病
紙
が
特

に
爪
症
で
あ
る
場
合
、
付
き

添
い
満
遡
の
舌
を
脈
っ
て
そ

の
凹
用
を
支
払
っ
た
と
き

⑥
入
院
ま
た
は
転
院
の
場
合

歩
行
刷
雛
で
内
勤
収
を
利
剛

し
、
そ
の
迎
此
を
支
払
っ
た

と
き

８
■
日
日

ﾛ
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医者にかかる場合は

更曉二鰐88月の一部負担金

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
場
合

は
必
ず
、
「
健
康
手
帷
」
と
「

保
険
征
」
を
保
険
の
医
療
機
関

の
窓
口
に
提
示
し
て
診
療
を
受

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

健
康
手
帳
と

保
険
証
を
提
示

こ
れ
は
「
健
康
手
帳
」
に
よ

っ
て
受
診
盗
格
を
、
ま
た
「
保

険
紙
」
に
よ
っ
て
ど
の
医
療
保

険
の
加
入
街
で
あ
る
か
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
で
す
。

外
来
で
診
療
を
受
け
る
場
合

は
、
一
つ
の
医
療
機
関
（
病
院

診
療
所
）
に
一
力
川
四
面
円
の

一
部
典
拠
余
を
、
妓
初
の
診
療

Ｈ
に
支
払
い
ま
す
。
こ
れ
は
征

吋
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
ヵ
月
と
は
川
（
肝
Ｈ
）
を

地
位
に
計
算
し
、
川
の
一
Ｎ
か

ら
終
り
の
日
ま
で
で
す
。

従
っ
て
、
川
の
終
り
の
日
に

受
診
し
、
翌
日
の
一
日
に
も
受

診
し
た
場
合
は
前
の
日
も
次
の

Ｈ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
川
而
円
支
払

わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

一
度
四
何
円
支
払
え
ば
、
も

う
そ
の
病
院
、
診
擁
所
に
は
そ

外
来
受
診
の
場
合

一
カ
月
と
は

●

例
え
ば
、
一
ヵ
川
の
間
に
、

Ｗ
が
悪
く
て
内
科
の
描
院
に
か

か
り
、
眼
が
悪
く
て
眼
科
の
病

院
に
か
か
っ
た
場
合
、
山
〃
の

描
院
に
四
ｎ
円
支
払
い
ま
す
。

総
合
柄
院
（
血
つ
以
上
の
科

が
あ
り
、
百
床
以
上
の
ベ
ッ
ド

を
持
つ
病
院
）
は
、
各
診
療
科

の
川
は
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。入

院
の
場
合
は
、
一
日
に
つ

き
三
百
円
の
一
部
負
拙
金
を
二

カ
月
間
支
払
い
ま
す
（
た
だ
し

雌
服
保
険
や
共
済
組
合
の
被
保

険
肴
本
人
が
入
院
し
た
場
合
は

八
十
日
間
）

一
部
典
拠
金
を
支
払
う
期
間

の
二
力
川
川
と
は
、
入
院
し
た

Ｈ
か
ら
、
入
院
し
た
日
の
捜
々

二
カ
月
間
と
は

｜
つ
の
医
療
機
関
と
は

入
院
の
場
合
計

を
一
つ
の
腱
療
機
関
と
し
て
取

り
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

複
数
の
診
療
科
に
か
か
っ
た
場

合
は
、
各
診
療
科
ご
と
に
一
力

川
四
ｎ
円
支
払
い
ま
す
。
た
だ

し
、
こ
の
場
合
、
医
師
か
ら
脂

示
の
あ
っ
た
場
合
は
、
複
数
の

診
療
科
を
受
診
し
て
も
四
百
円

で
す
み
ま
す
。

総
合
病
院
以
外
で
も
、
一
つ

の
病
院
、
診
療
所
に
医
科
と
伽

科
が
あ
る
場
合
、
医
科
、
附
科

は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
医
療
機
関
と

し
て
扱
わ
れ
ま
す
の
で
、
山
〃

に
か
か
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
四
ｈ
円
ず
つ
支
払
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

川
の
、
入
院
し
た
Ｈ
の
前
の
日

ま
で
の
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、
四
月
六
日
に
入
院

し
た
と
す
れ
ば
、
翌
々
Ｈ
の
入

院
し
た
側
の
前
の
日
、
つ
ま
り

六
川
孔
日
ま
で
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
（
図
Ａ
）

そ
の
側
、
一
日
三
ｎ
円
の
一

部
負
扣
金
を
戈
払
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
後
は
、
何
日
入

院
し
て
い
て
も
支
払
う
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

●

い
っ
た
ん
退
院
し
て
郷
度
入

院
し
た
よ
う
な
場
合
、
門
人
院

し
た
日
か
ら
二
カ
月
間
、
ま
た

一
部
負
扣
金
を
支
払
い
ま
す
。

七
十
才
に
な
る
前
か
ら
入
院

し
て
い
て
、
入
院
中
七
十
才
の

誕
生
Ⅱ
を
迎
え
、
老
人
保
純
の

蹉
療
に
切
り
排
っ
た
人
は
、
切

り
杵
っ
た
時
点
で
ニ
ヵ
〃
以
上

入
院
し
て
い
れ
ば
、
一
部
負
拙

金
を
支
払
う
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
（
こ
の
場
合
、
入
院
の
岐

初
の
日
か
ら
二
ヵ
月
の
入
院
期

入
院
中
に
氾
才
に
な
っ
た
人

男 列A 男％光

2カ月
部負担金 L－号膿饒払烏L 」

B 70才になった時点入院

に二 二に
ヒ
ト
才
以
上
で
、
を
人
保
健

制
度
が
施
行
さ
れ
る
前
か
ら
入

院
し
て
い
た
人
の
場
合
も
脚
じ

よ
う
に
、
老
人
保
雌
に
切
り
祷

っ
た
と
き
に
、
入
院
期
間
が
二

力
側
を
超
え
て
い
れ
ば
一
部
負

扣
金
を
支
払
う
必
要
は
な
く
、
一

ま
た
二
カ
月
を
超
え
て
い
な
け
一

れ
ば
、
残
り
の
期
間
だ
け
支
払

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
図
Ｃ
）

入L－－2カ月－－－－｣L要諦霊院

入院 C現在残り期間を支払う

間
を
算
定
し
ま
す
。
）
〈
図
Ｂ
）

二
月
一
日
以
前
か
ら

入
院
し
て
い
る
人

．
」L支払い不要L一一一一2カ月

＝一▲

一
6

1
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(11)金木だより

国
民
年
金
の
老
齢
年
金
と
通

算
年
金
は
、
六
十
五
才
か
ら
支

給
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
年
金

を
受
け
る
条
件
を
満
た
し
て
い

れ
ば
、
六
十
才
か
ら
六
十
四
才

ま
で
の
間
な
ら
い
つ
で
も
希
望

す
る
と
き
に
繰
り
上
げ
て
支
給

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
年
金
額
は
六
十
才

で
四
十
％
、
六
十
一
才
で
三
十

五
％
、
六
十
二
才
で
二
十
八
％
、

六
十
三
才
で
二
十
％
、
六
十
四

交通事故から守ってね〃
金木小1年1組のみなさん

国
民
年
金
の
豆
知
識

減
額
が
生
涯
つ
づ
く

繰
り
上
げ
請
求

才
で
十
一
％
そ
れ
ぞ
れ
減
額
さ

れ
ま
す
。

い
っ
た
ん
繰
り
上
げ
支
給
を

受
け
る
と
、
こ
の
減
額
は
生
涯

続
く
こ
と
に
な
り
、
取
り
消
し

が
で
き
ま
せ
ん
。

繰
り
上
げ
支
給
を
淌
求
す
る

と
き
は
十
分
考
え
て
噛
求
し
ま

‐
‐
）
卜
季
、
元
ノ
。

詳
し
く
は
、
役
塒
町
雌
裸
の

卿
氏
年
金
係
へ
ど
う
ぞ
。

●

秋
元
伸
俄

川
口
淳
史

加
劉
谷
忠

町
で
は
、
ひ
と
り
蕪
ら
し
老

人
や
寝
た
き
り
老
人
な
ど
の
い

る
家
庭
に
、
四
名
の
家
庭
奉
仕

貝
を
派
過
し
、
衣
頬
の
洗
椛
、

袖
修
、
姉
除
な
ど
身
の
回
り
の

世
摘
や
、
生
活
必
需
品
の
買
物

通
院
介
助
な
ど
の
家
班
介
捜
を

行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
約
五
十
世
帯
を
毎
週

定
期
的
に
訪
問
し
て
い
ま
す
が

日
常
生
活
に
困
っ
て
い
る
方
は

役
場
民
生
課
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

な
お
、
生
播
中
心
者
が
前
年

の
所
得
税
非
課
税
の
祉
帯
は
無

料
で
す
が
、
十
月
か
ら
所
得
税

三
万
円
未
満
の
世
帯
は
一
時
間

当
た
り
二
百
九
十
円
、
三
万
円

以
上
の
世
帯
は
同
じ
く
五
百
八

十
円
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

お
め
で
と
う

家
庭
奉
仕
員
が

訪
問
し
て
い
ま
す

戸籍の窓

掴
（
挫
恒
）

（
滴
）

（
勝
贋
）

（
十
月
）

蒔
田

″

喜
良
市

古
川
春
香
（
勝
治
）
喜
良
市

花
田
賢
介
（
公
仁
）
金
木

松
川
心
吾
（
征
）
嘉
瀬

鳴
海
有
香
（
尉
二
中
柏
木

一
神
品
李
華
（
悪
藏
）
嘉
瀬

伊
藤
直
也
（
正
二
〃

徳
田
興
澄
（
誠
）
蒔
田

成
田
服
大
（
境
市
）
喜
良
市

↑
今
醐
介
（
拝
彰
）
金
木

郡
脇
奈
都
美
（
誠
）
〃

｜
鈴
木
趣
也
（
俊
昭
）
〃

｛
に
畦
千
坪
↑
一
吋
陸
一
誹
力
州

〈
細
岬
悪
坤
池
一
唾
幟
一
娃
海
群

〈
誰
眠
り
榊
岬
一
袖
鋤
一
睡
所
林

念
岬
両
鍬
に
（
趣
珂
）
錘
所
神

（
蒋
睡
礒
姦
締

需
引
眞
熟
舞
誰
毒
僻

〈
榊
蒔
ひ
釧
麩
一
殿
鋤
一
認
石
榊

輌
紳
灌
転
）
）
雛
峠

〈
到
榊
浩
榊
一
溌
非
一
鐸
京
郡

｛
虹
癖
原
ゆ
確
仁
鍵
唾
一
癖
迭
輌

お
し
あ
わ
せ
に

●
〈
鮭
諦
純
緬
一
雑
識
一
鍔
良
神

需
〃
駒
一
蕊
一
鯵
峠

〈
吟
川
辨
恥
一
嘩
嘔
一
蝿
理
咋

〈
恥
》
、
塞
捧
一
鐸
峨
一
睡
森
耐

｛
癖
州
幟
岬
一
趣
哩
一
悔
哩
岬

露
難
一
嬢
一
謬
榊

〈
州
眠
舸
壗
辨
促
（
恥
一
）
）
錘
知
枠

｛
封
恥
幟
眺
一
略
畦
一
弐
厩
榊

〈
蝿
峠
内
魑
舞
一
判
峠
一
赫
本
砕

く
》
郡
塞
諦
（
翻
誌
郷
）
唯
梨
峠

癖
俳
雷
美
童
趣
趣
誕
壁
地
叫

癬
一
恥
一
濯
一
灘

〈
唾
恥
垂
剖
一
》
雑
一
転
所
緬

〈
州
州
谷
韮
程
一
緬
趣
一
割
軸
柿

〈
癖
恥
慨
錘
魂
一
睡
稀
一
鐸
造
吋

癖
噸
睡
穀
需
喫
煙
知
郷

大
橋
渉
（
配
）

長
尾
サ
ョ
（
池
）

白
川
勉
｛
卵
）

古
川
チ
ョ
ナ
（
ね
）

古
川
與
四
郎
（
河
）

外
崎
イ
ョ
（
蛇
）

松
橋
彌
之
吉
（
帥
）

泉
順
吉
（
師
）

泉
谷
市
太
郎
（
錘
）

三
潟
キ
ク
（
蛇
）

田
中
ひ
さ
（
だ
）

神
榮
司
（
虹
）

一－－一一～一～一一一一一ヘーー
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金木だよトノ（12

最低賃金が改定 人権週間
12月4日～10日

12月4日から10日までは人権週

l川です。

今年のテーマの1つは「人樅の

共存」です。この意味は、人が人

として生きるための当然の権利で

あるJ!嘩本的人惟をお互いに尊砿し

ようということです。

あなたは、近所の人に鉱軽にあ

いさつできますか？l到っている人

を兇たら進んでﾉ:;をかけられます

か？’'1分の.砥兄ばかりを主張して

いませんか？ほんのちょっとした

心づかいが人|H1関係をより唖かな

ものにします。

人椛問題でおl測りの方は次の人

惟擁,i4姿1iか法務ﾙｩにごｷ1I'淡下ざ

↓､。

！|1谷仁太郎さん(111fT)

'Ibl2-3012

坂本推ｲさん（ﾄ良市）

1℃I2－2386

今与之肋さん(牌良,li)』く-ｹ

､'’一‘$，アノ
’Ⅱ”加さん．(MifiI)必ぺ

'Ibl2-5797

ｲﾉﾄ磯儀IITきん（金木）
そ

'Ibl2-2503

お
知
ら
せ

･l8r森凧雌低11金(1日2,707円）

が改正され、10H28日から次のよ

うになl)ました。

最低賃金額｜日2,858円

買物の苦'l冑や不満は
遠慮なくどうぞ

11金の大部分が時|H1によって定

められてい る者（時間給者）につ

いては、｜時間358円征〃第1と弟3ノ11ll11日の2日|川

役場企l'1'i楽においてil'jYW'ffIWII,淡

をIM1没いたします。賀物について

のi'I'f||"や不iIMjがありましたら、連

1世なくキll談においで下さい。

またお屯,活でも結拙ですので、

ｲ||縦して~ドさい。

※企IIIII室の'1じ!i1$僻り．

(3)2111内線40if

0

ただし、*,'j皆勤手当、jm勘手』'i、

家族手当は雌低11金餓には算入さ

れません。

また、雌低1Y金械以上の11余を

土払わないときは、雌低11金法述

反となl)処:lijされることがありま

す。

1Ij:熊労働峡堆｝!j2等陸･海･空士の募集
口罪螂Ulllll

llf{和57年10jllll～I2113111

口銚験期11

受付l1.fにjlmliします

口武験場

|'l術隊IIj:雄地ﾉﾉ.j也絲部

ノ”『川Ii(離雌@l#")ﾘf

li所川lli(!|j末広町29の.I

福祉用電話機の

料金が値下げ

65』･以Lのひとり樺らしと人や

からだ．の不rIIIIなﾉJが仙〃jしてい

るシルバーホン（あんしん）（め

いりょう）（ひびき）群の',［‘新機

器の使川料-金を10月lLIより他トー

げしました。

現ｲlｮ、綿祉機器を他jIjしている

ﾉﾉは昭f1I58年31131IIまでに'l'し

川いただければ､lOlllIIにさか

のぼってilr':~1くげします。

詳細については、lrl:接お尋ねく

ださい。

｜川い合せ先

金木'IEfR'IIL｢活Ifj業勝係

′屯‘活3－2（）（）（）

防犯灯を寄贈
束北'屯ﾉﾉﾉ｢所llllji('M･堆所（藤押

昭六所1と）では、征年作と秋の2

11'1「サービス1ﾘilll」を!没定、サー

ビス禍動を峡i＃lしていますが､さ

るlOlll8II、「欲のサービスイリ|川

(lO)118H～2711)」にちなんで

防犯灯･六j11号を川に寄岫されまし

た。

町では、111連町内6カ所に設樋

し防犯のため役立てていますハ

●
一

一度の好奇心が

わが身を家庭を

崩壊させる

麻薬・覚せい剤禍を

撲滅しましょう
－

児童生徒の明るい選挙啓発標語集④L児童生徒の明§_L墜挙啓発標語集④」

選挙金を使わずせいせいどうどう戦おう‐----------------弊良IIj小5年

あなたの』-票がよい町づく’)の第一歩一-----------------‐金木!I｣1年

みんなで守ろう正しい選挙一-----.------------------------‐金木巾2年

選挙です良い人選んで良い町金木一-------------------‐金木中3年

中
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中
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、


